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1.環境経営方針及び行動指針 

  

環境経営方針 

 ╛̝  ȨȩɞɧǶƲ˗ Ҳș ǟƲὄⱲɵὄЋɵὄὑǞǦ᷂Ḣ

̝ὕ ƲǠǱȖǨ ֯ Ǳ ̝ǵ ș ǞƲǉȐȍȒ ṑǲὡș֗

ȃǠּזȓǵǉȒʥ ўы ȋ ы Ʋ ᾍꜘǵ ǲҟȈƲᶮǓὑȈȒḨ

ș ǦǠǯǯȉǲƲȏȑ ǋ ̝ǵὕ ǯ ṑǵͪЋǵǦȈǲ Ҳș

ǋȅǠƳǤǵ ҲǵʴǮƲ₡ǲׄʣⱲș ǨƲ ʫ̈ǵ ṑșὃȒƼ˲ƽ

șǫǖȒǚǯƳȏȑҧ ǲ ҲǮǔȒƼ ƽșǫǖȒǚǯƳҧ ȏǖ

Ǳǖ ǘȐȓȒƼ˿ Ȇƽșǫǖȑ ǲ ᵎǠȒƳǚȓǲȏȑ

֯ ǱƼ ̝ƽșὕ ǠȒǚǯș ǞȅǠƳ 

 

行動指針 

ṑ ᵣ ǵὕ ǲׄǘǭ̊ʤǵǚǯș Ҳ ǯ ǞȅǠƳ 

1. ⱦ Ḍ ̝ǵ ǲׄǘƲϼ ǵᾚЊ ǲȏȑɨȳȢȭɩ șׄ

ʣǜǢ∕ ї ֗Ǻ ǵ Ѱș ǋȅǠƳ 

2. ̸ ǵὄЋǲⱲ ǘƲ ɵ ɵ ǲ Ⱳǵ ș ǋ ṑǵ

ș ǞȅǠƳ 

3. ṑ ̉ ș ὃǞƲ К֗ǺǑὖ ɵ᷂ḢǵȆǱǜȅǓὄⱲǞ

ǭ ȐǢȒ ṑǬǖȑǲҟȈȅǠƳ 

4. ȦȱɇɧȢɔȋ șὕ ǞƲ˘ ӓ ї ǵ Ѱǲ֝ȑ Ȇȅ

ǠƳ 

5. ӓἶ ș ǲ ǞȅǠƳ 

6. ǚǵ ṑ ᵣ șЋ ᴣǲ ⁹֗Ǻ ǞƲ ṑǿǵ ș 

ᶫȒǯǯȉǲƲ ḹ̊ẆǲǑǋǭȉƲ Ҳ ș ὃǞȅǠƳ 

 

キックオフ日：平成 25 年 1 月 5 日 

改定日：令和 2 年 11 月 13 日 
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2.組織概要 

2.1.事業所概要 

事 業 所 名  株式会社オカムラ 

代 表 者     代表取締役 岡村 健志 

住 所     熊本県宇城市松橋町久具 1948 番地 1 

Ｔ Ｅ Ｌ     0964 -33-0131  

設 立 年 月 日  昭和 61 年 5 月 16 日 

従 業 員     206 名  

資 本 金     1,000 万円 

 

 

2.2.事業内容（認証登録対象範囲） 

環境部 リサイクル課            メンテナンス部 

一般・産業廃棄物収集運搬業           施設管理課／ビル管理課 

一般・産業廃棄物中間処理業           ビル管理業（管洗浄業） 

古物商                           

                        営業部 営業課 

環境部 保全課                               飲料水販売業 

浄化槽・排水処理施設維持管理業          

（し尿汲み取り業）                              営業部 指定管理課 

衛生器具レンタル業                              公共施設指定管理業 

                         
                         
 
 
 

 

 

売 上 高    106,658 万円 （令和 5 年 4 月～令和６年 3 月）  

※事業会計年度について 

毎年度 10 月～9 月ですが、エコアクションの取り組みは、4 月～3 月でまとめ、 

 売上についても同様に、4 月～3 月で計上することとします。 

 

※当該指定管理事業所は対象範囲外 

事業活動及び従業員は対象 
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2.3.社有地（対象事業所） 

本社・倉庫 

̮   ὂḜ⁸ ʿЕ 1948 ᷂ 1 / 1953 ᷂ 1 

   0964 -33 -0131  

  0964 -33 -0985  

延べ床面積  964.28 ㎡/321.00 ㎡ 

 
 

 

 

リサイクルセンター 

̮   ὂḜ⁸ ʿЕ 1821 ᷂ 1 / 1822 ᷂ 1 

   0964 -27 -8686  

  0964 -27 -8700  

├ ⅛   2293.33 ㎡ / 512.83 ㎡ 

 
 

 

 

車両整備所 

̮   ὂḜ⁸ ʿЕⱨ 1707 ᷂ 2 

延べ床面積  331.43 ㎡ 

 

 
 

 

 

 

 

熊本南営業所（クリクラ熊南） 

̮   ⁸ӳӢὰֻ ⱷ 191  

  096 -358 -4466  

  096 -358 -4467  

延べ床面積  105.00 ㎡ / 200.00 ㎡ 
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対象事業所位置図 

 

 

 

  

車両整備所 

リサイクルセンタ

ー 

【リサイクル課】 

一般・産業廃棄物

収集運搬業 

一般・産業廃棄物

中間処理業 

一般廃棄物処理業 

産業廃棄物処理業 

リサイクルセンター 

【リサイクル課】 

一般・産業廃棄物収集運搬業 

一般・産業廃棄物中間処理業 

一般廃棄物処理業 

産業廃棄物処理業 

リサイクルセ

ンター 

【リサイクル

課】 

一般・産業廃

棄物収集運搬

業 

一般・産業廃

棄物中間処理

業 

一般廃棄物処

理業 

産業廃棄物処

理業 

本社・倉庫 

【保全課】 

工業排水処理施設維持管理業 

農業排水処理施設維持管理業 

浄化槽管理業/し尿汲み取り業 

下水道維持管理業 

衛生器具レンタル業 

 

【施設管理課】 

ビル管理業 

貯水槽・配水池清掃業 

給水装置管理業 

管洗浄業 

 

ʰ ρ  

ḱ  

ṥ  Ṧ 

浄化槽・排水処理施設維持管理業 

（し尿汲み取り業） 

衛生器具レンタル業 

 

ṥ    

/ Ṧ 

ビル管理業 

管洗浄業 

ṇ 

ṥ  Ṧ 

一般・産業廃棄物収集運搬業 

一般・産業廃棄物中間処理業 
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対象事業所位置図（熊本南営業所） 

 

ṕ Ṗ 

ṥ  Ṧ 

飲料水販売業 
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2.4.組織図 

 

※指定管理業務を行っている『ウイングまつばせ・小川ラポート・城南老人福祉センター・美里コン

ソーシアム』は、対象事業所には含まれませんが、従業員は環境に配慮した運営を行っております。 

 

 

2.5.環境管理責任者及び連絡先 

・環境管理責任者 

常務取締役 芝﨑 優 

TEL：0964 -33 -0131  

FAX：0964 -33-0985  

 

 

 

代表取締役

（岡村 健志）

環境部

保全課

業務係

衛生班

技術係

プラント班

浄化槽班

下水道班

リサイクル課

運搬係

収集運搬班

医療班

処理係

センター班

ルート班

メンテナンス部

施設管理課

管理係

上水班

排水班

住設班

ビル管理課

営業本部 清掃係

ホテル班

常駐班

CS班

総務部

総務課

経理室

事務局

営業部

営業課

クリクラ熊南

指定管理課

指定管理本部

城南老人福祉

センター

美里

コンソーシアム

ウイング

まつばせ

小川ラポート

常務取締役

（芝﨑 優）

専務取締役

（岡村 誠）
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2.6.廃棄物処理実績及び処理工程図 

2.6.1.受託産業廃棄物 

    4  5  

 
 

 
 

 
 

収集運搬量 ｔ 1497.07  1218.58  

中間処理量 ｔ 321.57  332.36  

 うち再資源化等量 ｔ 199.91  211.08  

最終処分量 ｔ 0 0 

中間処理後の産廃の処分量 ｔ 121.65  121.28  

 うち再資源化等量 ｔ 121.65  121.28  

収集運搬量 内訳 

 

2.6.2.受託一般廃棄物 収集運搬量 
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2.6.3.処理工程図 
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3.環境マネジメントシステム運営 

3.1.実施体制 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指定管理課…当該指定管理事業所は対象範囲には含まれませんが、従業員は環境に配慮した運営 

を行っております。 

                                  

Ẋ  

Ẋ ṇ 

Ẋ  

Ẋ  

 
Ẋ  

 
Ẋ ṕ Ṗ 

Ẋ ṕ Ṗ 

Ẋ  ẑ 

環境管理責任者 

芝﨑 優 

 

副環境管理責任者 

1 名 

エコアクション委員会 

◆事 務 局 Ḳ 5 名 

◆環境教育担当 Ḳ 1 名 

◆メ ン バ ー Ḳ 4 名 

 

内部監査役 

6 名 

代表取締役  

岡村  健志 

安全衛生委員会 

◆総括責任者 ： 芝﨑 優 

◆衛生管理者 ： 1 名 

◆安全管理者 ： 1 名 

安全運転管理者 

◆安全運転管理者：芝﨑 優 

◆副安全運転管理者：3 名 

社内消防係 

◆総括責任者 ： 1 名 

◆責任者     ： 1 名 
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3.2.役割分担表 

 

 

 

 

 環境経営に関する総括責任 

環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備 

環境管理責任者の任命 

環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 

環境経営目標・環境経営計画書を承認  

代表者による全体の評価と見直しを実施 

環境経営レポートの承認 

 

 

EA21 委員会の委員長として委員会の運営  

環境経営システムの構築、実施、管理 

環境関連法規等の取りまとめ表の維持管理、遵守徹底 

環境経営目標・環境経営計画書の確認 

環境経営の具体的活動取組結果を代表者へ報告 

環境経営レポートの確認 

EA21  環境管理責任者の補佐 ／ 環境経営目標及び年間計画の検討 

環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施 

環境関連文書及び記録の作成管理 

環境経営計画の実施・実績集計及び達成状況の報告 

従業員に対する教育訓練の実施、記録の作成 

環境関連法規等の取りまとめ表の作成及び遵守評価の実施 

環境関連の外部コミュニケーションの窓口 

環境経営レポートの作成、公開 ／ その他 EA21 に関する業務 

 関係者（各部門責任者、事務担当者等）を適宜召集し環境経営システム運用上必要

となる諸事項に対応 

環境経営システム運用状況の把握、課題整理 

EA21 委員会での検討内容の計画立案 

 環境経営システムの適合性及び運用状況の監査 

 従業員の危険又は健康被害を防止するための対策を講じる 

 車両管理、事故防止、事故後の対応及び安全運転に関する指導、教育 

 全従業員に対して環境経営方針の周知を図るとともに環境教育を計画的に行う 

 担当部署に対し電気の節約を呼びかける 

 担当部署に対し燃料（ガソリン、軽油、灯油）の節約を呼びかける 

 担当部署に対し水の節約を呼びかける 

 担当部署の排水状況を定期的に確認する 

 担当部署に対しごみの分別、削減を呼びかける 

 環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚 

決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動を推進 
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3.3.環境経営目標 

ʴ 3 ₴ ṑ ᵣ ̉ᴇ 4 ₴↓ ̉ᴇ 6 ₴↓  

（事業年度：4 月～3 月） 

※高圧の目標値について 原単位 kWh/t ＝高圧の消費電力量/ 廃棄物及び資源物処理量 

 令和３年度実績値は、55,556 kWh /2913.8 t を用いて算出 

※灯油は使用量が少ないため目標に設定していませんが、ＣＯ2 排出量には反映されています。 

※ＣＯ2 排出係数 

令和４年７月一部追加・修正公表分（令和２年度実績値）を使用 

電力     0.480  kg－CO2／kWh…調整後係数（九州電力） 
ガソリン    2.32 kg －CO2／L  
軽油          2.58 kg －CO2／L 
灯油         2.49 kg －CO2／L 
液化石油ガス  3.00 kg －CO2／㎏ 

 

 

 

 

 

 

 

  
3  

( ḱ )  

4  

ṕ  Ṗ 

5  

ṕ  Ṗ 

6  

ṕ  Ṗ 

 
低圧 kWh  57,405  56,830  56,261  55,698  

高圧 
kWh/  

 t  
19.1  18.9  18.7  18.5  

 

 

ガソリン ㎞/ Ｌ 
 

12.38  12.50  12.63  12.76  

軽油 ㎞/ Ｌ 

  

5.81  5.87  5.93  5.99  

LP ガス kg 143  143  143  143  

ỎỚ2  
kg-  

CO2 
511,422  511,422  511,422  511,422  

 

ẑ  
㎥ 697  697  697  697  

 

ẑ פֿ  
ｔ 1.9  1.9  1.9  1.9  

ṕ Ṗ     

100 Ṿ  
― 維持 維持 維持 維持 

 ― 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 

ḱ  回 9 12  12  12  
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3.4.環境経営計画 

環境経営計画と部署毎の実施項目 

 

 

 

ṕ Ṗ 

 

 

 

本
社
・
倉
庫 

 

リ
サ
イ
ク
ル 

セ
ン
タ
ー 

 

車
両
整
備
所 

 

熊
本
南
営
業
所 

（
ク
リ
ク
ラ
熊
南
） 

指
定
管
理
課 

各
常
駐
先 

 
 

 

低圧 

 

ノー残業デー実施 
（毎週水曜） ○ ○ ― ○ △ 

不要な照明とエアコンは使
用しない ○ ○ ― ○ △ 

待機電力の削減に努める △ ○ ― △ △ 

エアコンの設定温度は室温

を基準とし、冷房時 28℃、

暖房時 20℃に設定する 

（温度計設置） 

○ ○ ― ○ △ 

高圧 

機械設備の点検実施 ― ○ ― ― △ 

電力デマンド管理 ― ○ ― ― △ 

待機時主電源を落とす ― ○ ― ― △ 

 

ガソリン 

急発進-急ブレーキをしない ○ ○ ― ○ ― 

給油量及び走行距離の  
把握・記録 ○ ○ ― ○ ― 

定期的な車両点検の実施 ○ ○ ― ○ ― 

軽油 

急発進-急ブレーキをしない ○ ○ ― ― ― 

給油量及び走行距離の  
把握・記録 ○ ○ ― ― ― 

定期的な車両点検の実施 ○ ○ ― ― ― 

 
 

ẑ  

水道メーター定期確認 ○ ○ ― ○ ○ 

こまめな蛇口の開閉 ○ ○ ○ ○ ○ 

 
ẑ פֿ   

ごみの分別徹底 ○ ○ ○ ○ ○ 

ṕ Ṗ  
100 Ṿ  

適正な中間処理を行い、二

次処理はリサイクル業者へ 
― ○ ― ― ― 

 

購入前に化学物質含有量等
の確認を行う ○ ― ○ ― ― 

保管状況の確認を定期的に
行う ○ ― ○ ― ― 

ḱ  
積極的かつ計画的に取り 
組む ○ ○ ― ○ ○ 

○：実施 △：出来るだけ実施 

※指定管理課および各常駐先については適用範囲外ですが、環境に配慮した運営を行っております。 
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3.5.環境経営目標の実績 

令和 5 年度環境経営目標の実績 

（事業年度：4 月～3 月）                 
 

  
3  

( ḱ )

)  

5  
ṕ  Ṗ 

5  
ṕ   Ṗ 

5  
ṕ Ṗ 

 
低圧 kWh  57,405  56,261  58,781  95.5 % 

高圧 
kWh/

t 
19.1  18.7  19.6  95.2 % 

 

ガソリン ㎞/ Ｌ  12.38  12.63  12. 27  97.1 ％ 

軽油 ㎞/ Ｌ  5.81  5.93  5.82  98.1 ％ 

灯油 L ― ― 155  ― 

LP ガス kg 143  143  188  68.5 ％ 

ỎỚ2  
kg-

CO2    
511,422  511,422  531, 988 96％ 

 

ẑ  

㎥ 697  697  752  92.1 ％ 

 
ẑ פֿ  t  1.9  1.9  3.3  26.3 ％ 

ṕ Ṗ
100 Ṿ  ― 維持 維持 維持 維持 

 ― 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 

ḱ  回 9 12  28 233.3 ％ 

※高圧の目標値について 原単位 kWh/t ＝高圧の消費電力量/ 廃棄物及び資源物処理量 

 令和３年度実績値は、55,556 kWh /2913.8  t を用いて算出                   

令和４年度実績値は、59,067 kWh /2786.3  t を用いて算出 

 令和５年度実績値は、54,690 kWh /2791.5  t を用いて算出 

※ＣＯ2 排出係数  

  令和 5 年 12 月公表分（令和 4 年度実績値）を使用 
電力      0. 475  kg－CO2／kWh…調整後係数（九州電力） 
ガソリン    2. 32  kg－CO2／L 
軽油          2. 62  kg－CO2／L 
灯油          2. 5 kg－CO2／L 
液化石油ガス  2.99  kg－CO2／㎏ 
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3.6.環境経営計画の取組状況とその判定 

評価期間：令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月 

判定  ○：できた △：不足 ×：できていなかった 

 
 

ṕ Ṗ 

 

 

 

本
社
・
倉
庫 

 

リ
サ
イ
ク
ル 

セ
ン
タ
ー 

 

車
両
整
備
所 

 

熊
本
南
営
業
所 

（
ク
リ
ク
ラ
熊
南
） 

指
定
管
理
課 

各
常
駐
先 

 

 

低圧 

 

ノー残業デー実施 
（毎週水曜） ○ ○ ― ○ ○ 

不要な照明とエアコンは使
用しない ○ △ ― ○ △ 

待機電力の削減に努める △ △ ― ○ △ 

エアコンの設定温度は室温
を基準とし、冷房時 28℃、
暖房時 20℃に設定する 
（温度計設置） 

○ ○ ― ○ △ 

高圧 

機械設備の点検実施 ― ○ ― ― ○ 

電力デマンド管理 ― ○ ― ― ○ 

待機時主電源を落とす ― ○ ― ― △ 

 

ガソリン 

急発進-急ブレーキをしない ○ ○ ― ○ ― 

給油量及び走行距離の  
把握・記録 ○ ○ ― ○ ― 

定期的な車両点検の実施 ○ ○ ― ○ ― 

軽油 

急発進-急ブレーキをしない ○ ○ ― ― ― 

給油量及び走行距離の  
把握・記録 ○ ○ ― ― ― 

定期的な車両点検の実施 ○ ○ ― ― ― 

 
ẑ  

水道メーター定期確認 ○ ○ ― ○ ○ 

こまめな蛇口の開閉 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

ẑ פֿ   

ごみの分別徹底 ○ ○ ○ ○ ○ 

ṕ Ṗ  
100 Ṿ  

適正な中間処理を行い、二

次処理はリサイクル業者へ 
― ○ ― ― ― 

 

購入前に化学物質含有量等
の確認を行う ○ ― ○ ― ― 

保管状況の確認を定期的に
行う ○ ― ○ ― ― 

ḱ  
積極的かつ計画的に取り 
組む ○ ○ ― △ △ 

※適用範囲外の指定管理課および各常駐先についても同様に評価を行っております。 
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3.7.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の 

結果並びに違反、訴訟等の有無       

環境関連法規の遵守状況は特に問題なく違反、訴訟等はなかった。 

 

 ḱ  ḱ 

 

ḱ  

 

 悪臭防止法  

 

熊本県産業廃棄物指導要綱より 

ﾘｻｲｸﾙ課 悪臭の基準は敷地境界線において悪臭物

質の種類別の濃度の基準を遵守する 
〇 

悪臭が発生する廃棄物の受入なし 〇 

処理工程においても悪臭は発生しない 〇 

 下水道法 全部署 有害物質を排出していない 〇 

違法接続をしていない 〇 

水質汚濁防止法 保全課 定められた基準値以下で排水している 〇 

浄化槽法 保全課 定められた基準値以下で排水している 〇 

点検を必要回数実施している 〇 

年 1 回以上の清掃を実施している 〇 

熊本県生活環境保全条例 保全課 定められた基準値以下で排水している 〇 

 水道法（第 34 条の二） 

水道法施工規則（第 55 条／第 56 条） 

施設管理課 貯水槽清掃の実施 （1 回／年）  

〇 空気調和設備等の維持管理及び清掃

等に係る技術等の基準 

施設管理課 飲料水に関する設備の維持管理 

（厚生労働省 告示第 119 号第 2） 

改正水道法施工規則（第 12 条の 4） 施設管理課 小規模貯水槽水道の管理 

ḱ 

 

土壌汚染対策法         

熊本県地下水保全条例 

全部署 有害物質の使用、製造、保管、飛散もな

く地下浸透の恐れがない 
〇 

ḱ 

 

騒音規制法 

 

熊本県産業廃棄物指導要綱より 

ﾘｻｲｸﾙ課 時間 8：00～19：00 

〇 第 3 種区域 65 ホン 

処理施設の敷地境界線で遵守する 

振動規制法 

 

熊本県産業廃棄物指導要綱より 

ﾘｻｲｸﾙ課 時間 8：00～19：00 

〇 第 2 種区域 65 デシベル 

処理施設の敷地境界線で遵守する 

 消防法 ﾘｻｲｸﾙ課 指定可燃物の取扱い【法 9 条の 4】市町

村条例（火災予防条例）で定める（準

則）指定数量の 5 倍以上の場合、あらか

じめ消防長（消防署長）に届出 

〇 

消防用設備点検 〇 

全部署 年 1 回の消防訓練 ― 
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ḱ 

 

廃棄物処理法 

（収集運搬業者として） 

 

熊本県産業廃棄物指導要綱より 

ﾘｻｲｸﾙ課 飛散、流出防止 〇 

車両ステッカーの表示                〇 

収集運搬車両に許可証の携帯 〇 

収集運搬業許可証期限 〇 

廃棄物処理法  

（排出事業者として） 

 

熊本県産業廃棄物指導要綱より 

ﾘｻｲｸﾙ課 産業廃棄物処理委託契約書の締結 〇 

収集運搬業許可証確認 〇 

処分業許可証確認（二次処理先） 〇 

マニフェスト交付 〇 

マニフェスト交付状況報告書提出 〇 

廃棄物処理法 

（処分業者として） 

 

熊本県産業廃棄物指導要綱より 

ﾘｻｲｸﾙ課 維持管理の記録 〇 

設備等に関する基準（毎日確認） 〇 

飛散、防止 〇 

報告（搬入量、出荷量） 〇 

廃棄物処理法  

（収集運搬業者として）＊一廃 

ﾘｻｲｸﾙ課 各自治体（市町村）の収集運搬業許可証 
〇 

優良産廃処理業者制度運用マニュア

ル 

ﾘｻｲｸﾙ課 産業廃棄物収集運搬業優良認定取得（産

廃処理業も優良認定取得） 
〇 

産廃ネットに情報公開 〇 

エコアクション 21 等の認証取得処理業

者を処理委託先の選択判断基準のひとつ

とする 

〇 

再生資源の利用の促進に関する法律 全部署                                       第 4 条（事業者の責務）紙類、飲料缶、

ペットボトル、飲料瓶、など分別を行

い、再生資源化を行っている 

〇 

家電リサイクル法 ﾘｻｲｸﾙ課 【テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機】 

自治体指定の方法で引取り運搬する 
〇 

Ӹ  

フロン排出・抑制法 全部署 簡易点検 

（すべての業務用冷凍空調機器） 
〇 

ḱ 

 

労働安全衛生法 全部署 社内委員会を設置している 〇 

健康面の管理 

（新型コロナ・インフルエンザ対策等） 
〇 

安全対策 〇 

職場環境の整備（照明等の管理） 〇 

 建築物衛生法 

（建築物における衛生的環境の確保

に関する法律） 

施設管理課 

ビル管理課 

空気環境の調整 

給水及び排水 

清掃及びねずみ・昆虫等の防除 

〇 

 道路交通法、道路法 全部署 積載基準の遵守 〇 
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3.8.取組結果とその評価、次年度の取組内容 

電力使用量の削減 

本社においては事務所ロールカーテンの活用や窓の開閉で室温を調整することでエアコン使用を控

える等、節電意識を持つことで目標を達成することができた。リサイクルセンター（高圧電力）、南

営業所（低圧電力）では目標値を上回る結果となった。特に南営業所では増設した倉庫内の洗浄室で

エアコンの使用が増えたことにより使用量が多くなった。今後も低圧と高圧の使用状況の分析を行

い、より適切な電力の使用を心掛けて電力消費量の削減と共に二酸化炭素排出量の削減に努めてい

く。 

 

 

̓ ѹ  

ビル管理課においては業務量増加や人員不足による応援の増加等が原因で使用量が増えたが、全体

的には月毎の変動はあったものの目標を達成することができた。今後も使用状況把握と分析を行い車

両の適切な使用を意識することで消費量を削減できるよう取り組んでいく。 

 

̓ ѹ  

本社においては施設管理課で軽油車両の使用が多かったがかろうじて目標を達成できた。リサイク

ル課では業務量の増加によって使用量が多くなった。参考として業務量の変動に対応できる燃費目標

を設定しているのが、こちらは目標達成とはならなかった。軽油は自社における CO2 排出量の約 7

割を占める項目なので、特に注意深く車両整備やエコ運転を徹底していく必要がある。 

 

̓ ѹ  

業務量の増加に伴い年間を通して使用量が目標値を上回る結果となった。冬場の洗濯や道具の洗浄

にはどうしても温水を多く使用してしまうので、使用時間や設定温度を見直すなどして削減に努めて

いく。 

 

 

本社での業務量の増加、南営業所の倉庫増設により水道の数が増えたことで年間を通して使用量が

多かった。今後も節水への意識を高めると同時に目標数値を共有して削減に努めていく。  

        

ṕ自社 ֿפ Ṗ  

全部署で排出量が増加し目標を達成することができなかった。とりわけ南営業所は倉庫が広くなっ

たことによる仕入量増加、敷地内除草作業に伴う草の処分が大きな要因となっている。業務量の増加

により廃棄物も増加する傾向は回避できないが、今後も分別や排出方法のチェック体制を整えて目標

を達成できるよう削減に努めていく。  
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受託産業廃棄物（中間処理）のリサイクル 100 ％の維持 

産業廃棄物処分業で受入れできる産業廃棄物は許可証の準ずる品目とし、再生処理を基本に二次処

理先を選定（産業廃棄物中間処理又は売却）している。 

 

今後も二次処理先は再生処分又は最終処分先以外の産業廃棄物中間処理場へ搬入を行い、あらゆる

廃棄物を再生処分出来るように新規の再生処理先や売却先との契約締結、弊社で全ての工程を完了で

きる新規設備の導入や拡充検討を重ね環境負荷低減に向けて取り組みを継続する。 

 

又最終処分先（安定型や管理型）にしか搬入できない産業廃棄物の種類に関しては産業廃棄物収集

運搬業の許可範囲で排出事業者様より運搬委託で最終処分場に運搬搬入を行っていますが、将来的に

中間処理業で受入れ再生処理を目指す。 

 

 

PRTR制度対象の 2 物質に対しては環境への負荷の自己チェックを用いて使用量を把握出来た。 

対象の化学物質を含まない製品に対しては、SDS を取り寄せて閲覧できる状態にして適正に管理出

来た。引き続き新規の製品を扱う際は PRTR制度対象化学物質の有無を確認し、適正管理を徹底して

いく。 

 

ḱ  

清掃活動は各部署で年間スケジュールを立てて自主的に取り組めた。また、宇城市企業クラブの清

掃活動に参加し地域の環境美化に貢献できた。 
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3.9.代表者による全体評価と見直しの結果 

 

今期もエコアクション活動お疲れ様でした。良いレポートが完成したと思います。今期はコロナウ

イルス感染症が２類から５類となり、社会活動も通常へと移行した年だったと思います。我が社でも

コロナウイルス感染症関連の影響は大きく、管理する施設の休館による売上減少や医療系廃棄物の増

加による対応など部署ごとに大変な状況でした。また、円安や物価高騰の煽りを受け、燃料代、電気

代等の増加による影響も少なくない状況でした。しかし、このエコアクションの取り組みがあったか

らこそ、その影響を最小限にできたと思います。業績の向上と目標の達成を同時に行うことは業務の

性質上なかなか難しいと思いますが、取り組むことに意味があると思います。取り組むからこそ各人

の成長、組織の成長があるのだと思います。その成果が業績として表れていると思います。 

今後も引き続きエコアクション活動を通して社員や組織が成長することに期待します。来年度もよろ

しくお願いします。  
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4.巻末資料 

4.1.一般廃棄物収集運搬業務 

   

 【熊本市】 

第 24Ｒ-140 号 

熊本 800 せ 909    熊本 100 せ 4800  

熊本 800 せ 4934     

 

【宇城市】  

宇城市環第 1243 号 

※し尿及び浄化槽汚泥を除く 

一般廃棄物 

熊本 800 せ 348    熊本 800 せ 1009  

熊本 800 せ 1218    熊本 400 ぬ 2256     

熊本 100 は 2747    熊本 100 そ 2985    

熊本 800 せ 3707    熊本 800 す 4456       

熊本 100 せ 4834    熊本 800 せ 4933    

熊本 100 す 5288    熊本 400 な 5330    

熊本 800 す 5470     熊本 800 せ 6671    

熊本 800 す 7013    熊本 800 す 7194    

熊本 400 と 7958    熊本 800 す 8386    

熊本 800 す 9352    熊本 100 せ 9390    

熊本 800 す 9516       

 

【宇城市】  

宇城市環第 1245 号 

※し尿及び浄化槽汚泥 

熊本 800 す 4176    熊本 800 さ 6518    

熊本 800 せ 278     熊本 800 せ 1091    

熊本 800 せ 4822    熊本 800 せ 6066  

 

【宇土市】  

第 2 号 

熊本 800 せ 1009    熊本 400 ぬ 2256  

熊本 800 せ 4933    熊本 100 せ 9390  

 

【氷川町】  

氷町許可第 6-2 号 

熊本 800 せ 1218    熊本 800 す 7013  

熊本 800 す 9352    熊本 100 せ 9390  

 

【美里町】 

美里環衛第 285 号 

 

熊本 100 は 2747    熊本 100 そ 2985    

熊本 800 せ 3707    熊本 100 せ 4834   

熊本 100 す 5288    熊本 800 す 5470      

熊本 46  と 7767    熊本 800 す 9352  

 

【八代市】  

許可（収）第 6-5 号 

熊本 800 せ 1218    熊本 800 す 7013  

熊本 800 す 9352    熊本 100 せ 9390  
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4.2.産業廃棄物収集運搬業務 

   04310004186  

 熊本 800 は 1896    熊本 800 は 2251    熊本 400 ぬ 2256  

熊本 800 は 2399    熊本 100 は 2747    熊本 100 そ 2985  

熊本 800 せ 3557    熊本 100 は 4416    熊本 100 せ 4834     

熊本 100 す 5288    熊本 400 な 5330    熊本 100 は 6748     

熊本 100 は 6836    熊本 400 と 7958    熊本 800 す 8584  

熊本 100 せ 9390    熊本 800 す 9516    熊本 100 そ 9899  

 

 収集運搬業 

לּ

 

（積替え及び保管行為を含まない） 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊

維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コ

ンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、動物のふん尿（これらのうち、石綿含

有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等欄の「○」印がある

ものについては取扱いを含み、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物を除く。）

以下余白 

 

（積替え及び保管行為を含む） 

汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器く

ず（廃ランプ類、廃電池類、血圧計及び体温計に限る。）（これらのうち、水銀使

用製品産業廃棄物を含み、石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物、水銀含有ばい

じん等及び特別管理産業廃棄物を除く。）以下余白 

 

積替え又は保管を行う場所の所在地 宇城市松橋町久具微雨 1819 番 

積替えのための保管上限 0.414 ㎥ 

面積 2.15 ㎡ 

積み上げることができる高さ 0.21 ｍ 

（積替え及び保管行為を含む） 

汚泥（グリストラップ汚泥に限る。）（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃

棄物、水銀含有ばいじん等、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物を除く。） 

以下余白 

 

積替え又は保管を行う場所の所在地 宇城市松橋町久具微雨 1820 番 1 の一部、1820 番 2 の一部 

面積 140 ㎡ 

（積替え及び保管行為を含む） 

汚泥（グリストラップ汚泥に限る。）（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃

棄物、水銀含有ばいじん等、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物を除く。） 

以下余白 

 

積替え又は保管を行う場所の所在地 宇城市松橋町久具 1820 番 1 

積替えのための保管上限 7.6 ㎥ 

面積 8.1 ㎡ 

積み上げることができる高さ 1.3 ｍ 

※許可証の原文のまま記載しています。 



 

27 

 

 

   04000004186  

 熊本 800 は 1896    熊本 800 は 2251    熊本 800 は 2399  

熊本 100 は 2747     熊本 800 せ 3557    熊本 100 は 4416     

熊本 100 せ 4834    熊本 100 は 6748    熊本 100 は 6836    

熊本 800 す 8584    熊本 800 す 9516    熊本 100 そ 9899          

 

 収集運搬業  （積替え、保管を含まない） 

לּ

 

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等（以上 3 品目については、自動車等

破砕物を除く。）、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ 以上 8 品目 

以下余白 

 

 

   04200004186  

 熊本 800 は 1896    熊本 800 は 2251    熊本 800 は 2399  

熊本 100 は 2747    熊本 100 そ 2985    熊本 100 は 4416  

熊本 100 せ 4834    熊本 100 は 6748    熊本 100 は 6836  

熊本 400 と 7958    熊本 800 す 8584    熊本 100 せ 9390   

熊本 100 そ 9899           

 

 収集運搬業  （積替え・保管行為を含まない） 

לּ

 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、金属くず、ガ

ラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品

産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。）（これらのうち自動車等破砕物及び

特別管理産業廃棄物であるものを除く。）以上 8 種類 

 

 

   04 504 004186  

 熊本 800 は 1896    熊本 800 は 2251    熊本 400 ぬ 2256  

熊本 800 は 2399    熊本 100 は 2747    熊本 100 そ 2985  

熊本 800 せ 3557    熊本 100 は 4416    熊本 100 せ 4834  

熊本 100 す 5288    熊本 400 な 5330    熊本 100 は 6748   

熊本 100 は 6836    熊本 400 と 7958    熊本 800 す 8584  

熊本 100 せ 9390    熊本 800 す 9516    熊本 100 そ 9899         

 

 収集運搬業  （積替え・保管行為を含まない） 

לּ

 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊

維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び

陶磁器くず、がれき類（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含

有ばいじん等を除く。）（これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

以上 14 種類 

以下余白 
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4.3.特別管理産業廃棄物収集運搬業務 

   04350004186  

 熊本 800 せ 3557    熊本 100 せ 4834    熊本 800 す 9516  

熊本 100 そ 9899  

 

 収集運搬業  （積替え及び保管行為を含まない） 

לּ

 

廃酸（水素イオン濃度指数 2.0 以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるも

のを除く。）、廃アルカリ（水素イオン濃度指数 12.5 以上のものに限り、特定有

害産業廃棄物であるものを除く。）、感染性産業廃棄物  以下余白 

  

 

   04050004186  

 熊本 800 せ 3557    熊本 100 せ 4834    熊本 800 す 9516  

熊本 100 そ 9899  

 

 収集運搬業  （積替え、保管を含まない） 

לּ

 

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除

く。）、廃酸（水素イオン濃度指数 2.0 以下のものに限り、特定有害産業廃棄物

であるものを除く。）、廃アルカリ（水素イオン濃度指数 12.5 以上のものに限り、

特定有害産業廃棄物であるものを除く。）、感染性産業廃棄物 

以上 4 品目 以下余白 

 

   04 406 004186  

 熊本 800 は 1896    熊本 800 は 2251    熊本 400 ぬ 2256  

熊本 800 は 2399    熊本 100 は 2747    熊本 100 そ 2985  

熊本 800 せ 3557    熊本 100 は 4416    熊本 100 せ 4834  

熊本 100 す 5288    熊本 400 な 5330    熊本 100 は 6748   

熊本 100 は 6836    熊本 400 と 7958    熊本 800 す 8584  

熊本 100 せ 9390    熊本 800 す 9516    熊本 100 そ 9899   

 

 収集運搬業  （積替え・保管行為を含まない） 

לּ

 

燃え殻、汚泥（有機汚泥、無機汚泥を含む）、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス

チック類（自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装を含む）、紙くず、木

くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず（自動車等破砕物、廃プリン

ト配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不

要物であるもの、廃容器包装を含む）、ガラスくず等（自動車等破砕物、廃ブラウ

ン管（側面部に限る）、廃石膏ボード、廃容器包装を含む）、がれき類、動物のふ

ん尿、動物系固形不要物（個別の品目の取扱いは、石綿含有産業廃棄物、水銀使用

製品産業廃棄物は含み、水銀含有ばいじん等は含まない。）（これらのうち特別管

理産業廃棄物であるものを除く。）以上 16 種類 
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4.4.一般廃棄物中間処理業務 

   1231  

 し尿及び浄化槽汚泥を除く一般廃棄物 

 二軸式破砕機（5t 未満/8hr ） 

 手選別ベルトコンベア（7.2 ㎡～18 ㎡） 

 空缶プレス機（5t 未満/8hr ） 

 ペットボトルラベル分離機（5t 未満/8hr ） 

 圧縮梱包機（80t/8hr ） 

 発泡スチロール減容機（0.8t/8hr ） 

 計量器（5t 未満／8hr ） 

 フォークリフト 

 フォークリフト 
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4.5.産業廃棄物中間処理業務 

   04320004186  

 令和 04 年 03 月 30 日 

 令和 11 年 02 月 07 日 

לּ    

 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリー

トくず及び陶磁器くず（これらのうち「石綿含

有産業廃棄物」「廃石膏ボード」「自動車等破

砕物」「水銀使用製品産業廃棄物」及び特別管

理産業廃棄物を除く。） 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類   4.71 t/ 日（8h）

紙 く ず   4.04 t/ 日（8h） 

木 く ず   3.70 t/ 日（8h） 

繊 維 く ず   1.21 t/ 日（8h） 

ゴ ム く ず   3.50 t/ 日（8h） 

金 属 く ず   3.80 t/ 日（8h） 

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器

くず    20.20 t/ 日（8h） 

設置場所 宇城市松橋町久具字微雨 1820 番 2 外 設置年月日 平成 31 年 4 月 15 日 

ḱ  廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属く

ず（これらのうち「石綿含有産業廃棄物」「自

動車等破砕物」「水銀使用製品産業廃棄物」及

び特別管理産業廃棄物を除く。） 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  769.6 t/ 日（8h）

紙 く ず  740.8 t/ 日（8h） 

繊 維 く ず  106.4 t/ 日（8h） 

金 属 く ず  649.6 t/ 日（8h） 

設置場所 宇城市松橋町久具字微雨 1821 番 1 設置年月日 平成 23 年 9 月 4 日 

ḱ  廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリー

トくず及び陶磁器くず（これらのうち「石綿含

有産業廃棄物」「廃石膏ボード」「自動車等破

砕物」「水銀使用製品産業廃棄物」及び特別管

理産業廃棄物を除く。） 

1.5 t/ 日（8h） 

設置場所 宇城市松橋町久具字微雨 1821 番 1 設置年月日 平成 23 年 9 月 4 日 

ḱ  廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリー

トくず及び陶磁器くず（これらのうち「石綿含

有産業廃棄物」「廃石膏ボード」「自動車等破

砕物」「水銀使用製品産業廃棄物」及び特別管

理産業廃棄物を除く。） 

3.6 t/ 日（8h） 

設置場所 宇城市松橋町久具字微雨 1820 番 2 設置年月日 平成 23 年 9 月 4 日 

 

ṕREṨE1000 Ṗ 

廃プラスチック類（廃発泡スチロールに限る。

「石綿含有産業廃棄物」「自動車等破砕物」「水

銀使用製品産業廃棄物」及び特別管理産業廃棄

物を除く。） 

0.8 t/ 日（8h） 

設置場所 宇城市松橋町久具字微雨 1821 番 1 設置年月日 令和 2 年 12 月 17 日 

ḱ  廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、

ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリー

トくず及び陶磁器くず（これらのうち「石綿含

有産業廃棄物」「廃石膏ボード」「自動車等破

砕物」「水銀使用製品産業廃棄物」及び特別管

理産業廃棄物を除く。） 

4.08 t/ 日（8h） 

設置場所 宇城市松橋町久具字微雨 1820 番 2 外 設置年月日 平成 31 年 4 月 15 日 

廃棄物処理費につきましては、個別見積とさせていただきます。 
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4.6.許可一覧 

    

 熊本県 10 貯第 2 号 R04.10.01～R10.09.30 熊本県 

 熊本県 16 総第 3 号 R04.10.01～R10.09.30 熊本県 

￼  熊本県宇城保 21 ね第 1 号 R03.06.30～R09.06.29 熊本県 

 熊本県知事（4）第 101 号 R04.10.01～R07.09.30 熊本県 

 宇城市環第 1246 号 R06.04.01～R08.03.31 宇城市 

 第 04310004186 号 R05.07.24～R12.07.04 熊本県 

 第 04350004186 号 H30.07.04～H37.06.29 熊本県 

 第 04000004186 号 H30.09.13～H37.09.12 福岡県 

 第 04050004186 号 H30.09.03～H37.09.02 福岡県 

 第 04200004186 号 R05.04.25～R12.04.24 長崎県 

 第 04504004186 号 R05.11.28～R10.11.27 宮崎県 

 第 04406004186 号 R06.01.04～R11.01.03 大分県 

ṕ Ṗ 第 04320004186 号 R04.03.30～R11.02.07 熊本県 

ṕ Ṗ 宇城市環第 1244 号 R06.04.01～R08.03.31 宇城市 

 第 24 - 140 号 R06.04.01～R08.03.31 熊本市 

 ẑϑ 宇城市環第 1243 号 R06.04.01～R08.03.31 宇城市 

 ẑϒ 宇城市環第 1245 号 R06.04.01～R08.03.31 宇城市 

 第 2 号 R06.06.01～R08.05.31 宇土市 

 氷町許可第 6- 2 号 R06.07.01～R08.06.30 氷川町 

 美里環衛第 285 号 R05.04.01～R07.03.31 美里町 

 許可（収）第 6- 5 号 R06.04.01～R08.03.31 八代市 

 許可（般‐3）第 18081 号 R03.09.12～R08.09.11 熊本県 

 第 931170000898 号 H21.03.03～ 熊本県 

※1 し尿及び浄化槽汚泥を除く一般廃棄物  ※2 し尿及び浄化槽汚泥 

 

車両の状況（種類・台数） 

    

 15 台  6 台 

 32 台  6 台 

 2 台  1 台 

 

8 台 ṇ ṇ 9 台 

 3 台 ṇ  5 台 

ṇ  1 台  6 台 

計：94 台 （令和 6 年 3 月 31 日現在） 



 

 

 

 

 


